
庄原市行政評価シート 令和２年度評価
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事務事業名 ひろしまの森づくり事業

所管 企画振興 部 林業振興 課

予算科目

会計 款 項 目 事業

01 06

実施期間 平成 19 年度～ 令和 3

03 02 3808

一般会計 農林水産業費 林業費 林業振興費 ひろしまの森づくり事業

年度 （終期設定が無い場合は終期を空白）

HPアドレス －

実施目的
県土の保全や水源涵養などの森林の有する公益的機能を持続的に発揮させるため、「ひろしまの森づくり県民税」を
財源に、県民共有の財産である森林を県民全体で守り育てる事業を推進する。

事務事業
の概要

（１）手入れされずに放置され、荒廃が進んでいる人工林について、間伐や混交林への誘導による放置林の
　　 健全化や風雪による被害を受けた人工林の処理を行う。
（２）景観の悪化や防災対策、鳥獣被害対策など地域により様々な課題を抱える里山林について、除間伐・下
　　 刈りや危険木伐採、繁茂した竹林の伐採などにより、課題解決に向けた森林整備を進める。
（３）住民団体や森林ボランティア団体などが自主的に行っている森づくり活動について支援をする。

対象者 森林所有者、市民団体 対象者数など 不特定

根拠法令等 ひろしまの森づくり事業補助金交付要綱

環境貢献林事業（人工林の整備：213.23ha、 被害木の整理：1.02ha、森林作業道の補修：2,715ｍ）
里山林整備事業（放置林整備：11.11ha、竹林繁茂防止：10.6ha、鳥獣被害防止：10.44ha）

元

年度

（単位：千円）

事業費

項目 内容 H29 H30 R1

年
度
別
実
績
概
要

平成
環境貢献林事業（人工林の整備：245.45ha、 被害木の整理：3.83ha、森林作業道の補修：1,741ｍ）
里山林整備事業（放置林整備：10.55ha、竹林繁茂防止：11.97ha、鳥獣被害防止：7.04ha）

29

年度

平成
環境貢献林事業（人工林の整備：212.49ha、 被害木の整理：2.27ha、森林作業道の補修：4,261ｍ）
里山林整備事業（放置林整備：10.36ha、竹林繁茂防止：8.19ha、鳥獣被害防止：9.76ha）

30

年度

令和

計

事
業
費

事業費 森林整備事業（工事費） 134,505 136,390 143,543 414,438

事務費 事務費 1,487 1,687 2,992 6,166

0

計　 135,992 138,077 146,535 420,604

146,525 420,560

地方債 0

一般財源 12 22 10 44

その他 0

R1 計

実績

人工林の整備 ha 245 212 213 671

指標名称 単位 基準値 H29 H30

成果

森林の公益的機能回復、災害防止、所有森林の境界明確化等

景観保全、災害防止、鳥獣害被害対策等

(インプット)

財
源

国県支出金 ひろしまの森づくり事業補助金 135,980 138,055

90
(アウトプット) 0

里山林の整備 ha 30 28 32

(アウトカム)

備考 成果について、数値的に示すことは難しいが、指標名称欄に記載した効果が得られた。
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事務事業名 ひろしまの森づくり事業
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評価項目 所管課 市民意見 評価委員会 評価平均(上段)・分布(下３段)

同じ分野の他の事業と比較し、優先度が高い事業である。

同じ分野の他の事業と比較し、優先度は中くらいの事業である。

（評価は、A=1,B=0,C=△1とした平均値で、A,B+,B,B-,Cの５段階判定） 市民意見 評価委員会

優 先 度 B

対象者以外にも、おおむねの内容は知られている事業である。

対象者には、おおむねの内容は知られている事業である。

同じ分野の他の事業と比較し、優先度が低い事業である。

認 知 度 B

費用に対して、効果・成果が高い事業である。

費用に対して、効果・成果が中くらいの事業である。

一部の者を除き、事業があることすら知られていない。

有 効 性 A

森林所有者、市民団体

受益者(対象者)は、満足している事業内容である。

どちらともいえない。

費用に対して、効果・成果が低い事業である。

受益者満足度
A

※受益者:

目的・費用・自己負担・内容等から、対象者以外も納得できる事業である。

どちらともいえない。

受益者(対象者)が、満足できない事業内容である。（改善要望がある　ほか）

市民（納税者）納得度 B

収益性や技術面から民間での実施が難しく、市が実施すべき事業である。

民間での実施も可能であるが、公共性・公平性などから市が関与すべき事業である。

目的・費用・自己負担・内容等から、対象者以外は納得できない事業である。

代 替 性 A

市の関与は委託や助成とし、民間等での実施を検討すべき又は市が関与する必要はない事業である。

まちづくり基本条例適合性 B

条例の趣旨に沿った実施形態となるよう、手法・内容を見直すべき(終了を含む。)事業である。

所管課評価 拡充

視点

ひろしまの森づくり事業は広島県の森づくり県民税を財源に5年を1期として行われており、令和2年度は3期目の4年目と
なる。毎年庄原市では、県からの多額の交付金を基に庄原市の森林整備を進めており、施業を実施した森林所有者から
の好評の声を多数頂いている。令和4年度以降の事業継続については不透明であるが、県内有数の森林面積を有する
当市にとって本事業は非常に有効であるため、広島県に対し、事業継続を要望し、これまで以上に効果的なPR活動に努
め、効率的な森林整備に努めたいと考えていることに対し、意見を伺いたい。

市民(団体等を含む。)の自立を促進する事業である。

市民の自立促進までは期待できないが、条例の趣旨(市民が主役のまちづくり)に沿った事業である。

課題
ひろしまの森づくり事業を実施した森林について、森林所有者が施業後20年間は適切な森林管理をしなければならない
ことになっている。森林所有者が高齢者の場合（後継者も遠方に在住）、20年間管理及び整備を継続して行うことが困難
な事例がある。また、本事業を認知していない森林所有者も多数いるため、PRの方法を改善していく必要がある。
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